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議 会 運 営 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  平成２９年１１月３０日（木）午前 ９時５９分 開会 

                午前１０時３４分 閉会 

 

１．場所 

  第一委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 南 野 直 司 副委員長 増 永 和 起  委  員 楢 村 一 臣 

  委  員 森 西  正 委  員 松 本 暁 彦    

 議  長 藤 浦 雅 彦    副 議 長 弘   豊   

議  員 中 川 嘉 彦 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  副市長 奥 村 良 夫  総務部長 井 口 久 和 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 藤 井 智 哉 同局参事兼局次長 岩見賢一郎 

  同局次長代理 田 村 信 也  同局総括主査 香 山 叔 彦 

  同局書記 渡 部 真 也  同局書記 関  正 秀  同局書記 宮田瑠璃子   

 

１．案件 

  ・認定第 1号 平成２８年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 

  ・平成２９年第４回定例会審議日程及び議事日程について  
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（午前９時５９分 開会） 

○南野直司委員長 おはようございます。 

 ただいまから、議会運営委員会を開会し

ます。 

 まず、理事者から挨拶を受けることにし

ます。 

 副市長。 

○奥村副市長 おはようございます。 

 あしたから師走に入り、何かとお忙しい

ところ、本日は議会運営委員会を開催いた

だきありがとうございます。 

 来る１２月５日に開催予定の、平成２９

年第４回定例会におきましては、報告案件

１件、予算案件６件、人事案件１件、条例

案件５件、その他案件２件、計１５件の議

案案件の上程を予定しております。それぞ

れの案件につきましては、総務部長より説

明させますので、よろしくお取り計らいの

ほど、お願い申し上げます。 

○南野直司委員長 挨拶が終わりました。

本日の委員会記録署名委員は、松本委員を

指名します。 

 それでは、第４回定例会の提出議案につ

いて、概略説明をお願いいたします。 

 総務部長。 

○井口総務部長 おはようございます。 

 それでは、平成２９年第４回定例会提出

案件の概略説明をさせていただきます。 

 初めに、報告第１６号は、損害賠償の額

を定める専決処分報告の件でございます。

本件の事故発生の状況は、平成２９年９月

２２日金曜日、午前１０時５０分ごろ、摂

津市学園町二丁目５番地先、市道学園町１

７号線において、公用小型貨物車が駐車し

ていた相手方車両と接触し、車両の一部を

破損させたものでございます。 

 損害賠償の額は２万１，３１０円で、全

額、公益社団法人全国市有物件災害共済会

から支払われるものでございます。 

 次に、議案第７５号、平成２９年度摂津

市一般会計補正予算（第５号）は、現計予

算額３４８億５，５２６万２，０００円か

ら、補正額４，６３２万６，０００円を減

額し、補正後予算額を３４８億８９３万６，

０００円とするものでございます。 

 その内容は、歳入で国民健康保険及び後

期高齢者医療保険の保険料軽減対象者数

の確定に伴う、基盤安定負担金の増額補正

のほか、補正財源の調整により、財政調整

基金繰入金を減額補正いたすものでござ

います。 

 歳出では、人事異動等に伴う人件費の補

正のほか、各特別会計への繰出金、広域連

合医療給付費等過年度精算負担金、メモリ

アルホール隣接道路用地の土地購入費な

どに係る補正予算を計上いたしておりま

す。 

 また、債務負担行為では、既定の債務負

担行為に、ひとり暮らし高齢者等緊急通報

システム委託事業及び受電設備点検委託

事業を追加するものでございます。 

 次に、議案第７６号、平成２９年度摂津

市水道事業会計補正予算（第２号）は、収

益的支出において、現計予算額１９億６，

０３６万円から２，２９５万８，０００円

を減額し、補正後予算額を１９億３，７４

０万２，０００円とし、資本的支出におい

て、現計予算額１２億１，９１０万７，０

００円に５万円を追加し、補正後予算額を

１２億１，９１５万７，０００円とするも

のでございます。 

 その内容は、人事異動等に伴う人件費の

補正となっております。 

 また、債務負担行為では、既定の債務負

担行為に、汚泥残渣処分事業など３事業を

追加するものでございます。 
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 次に、議案第７７号、平成２９年度摂津

市下水道事業会計補正予算（第１号）は、

収益的支出において、現計予算額３９億３，

４４９万８，０００円から６１万５，００

０円を減額し、補正後予算額を３９億３，

３８８万３，０００円とし、資本的収入に

おいて、現計予算額３１億２，４３８万６，

０００円に１億１，０００万円を追加し、

補正後予算額を３２億３，４３８万６，０

００円とし、資本的支出において、現計予

算額４５億１８５万８，０００円から７８

４万５，０００円を減額し、補正後予算額

を４４億９，４０１万３，０００円とする

ものでございます。 

 その内容は、人事異動等に伴う人件費の

補正のほか、資本費平準化債の補正となっ

ております。 

 また、債務負担行為では、公共下水道管

理事業及び雑排水管管理事業を設定する

ものでございます。 

 また、起債について、資本費平準化債の

限度額を、１０億９，０００万円から１２

億円に変更するものでございます。 

 次に、議案第７８号、平成２９年度摂津

市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

は、現計予算額１２０億３，０２７万３，

０００円から補正額５８万２，０００円を

減額し、補正後予算額を１２０億２，９６

９万１，０００円とするものでございます。 

 その内容は、人事異動等に伴う人件費の

補正のほか、保険料軽減対象者数の確定に

伴う一般会計繰入金及び納付金などの補

正となっております。 

 次に、議案第７９号、平成２９年度摂津

市介護保険特別会計補正予算（第３号）は、

現計予算額６５億２，１７０万２，０００

円から補正額１７万７，０００円を減額し、

補正後予算額を６５億２，１５２万５，０

００円とするものでございます。 

 その内容は、人事異動等に伴う人件費の

補正となっております。 

 また、債務負担行為では、要介護認定等

窓口業務委託事業を設定するものでござ

います。 

 次に、議案第８０号、平成２９年度摂津

市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）は、現計予算額９億９，２９３万７，

０００円に補正額７，０５１万円を追加し、

補正後予算額を１０億６，３４４万７，０

００円とするものでございます。 

 その内容は、保険基盤安定繰入金の確定

と、それに伴う後期高齢者医療広域連合納

付金の補正となっております。 

 次に、議案第８１号、固定資産評価審査

委員会委員の選任について同意を求める

件は、摂津市固定資産評価審査委員会委員

の三並平義氏の任期満了に伴い、同氏の再

任について同意を求めるものでございま

す。 

 次に、議案第８２号、損害賠償の額を定

める件は、平成２９年９月１６日土曜日の

午前中、摂津市千里丘四丁目９番地先、市

道千里丘２４号線において、相手方の車両

が走行中、ガードレールのボルト部分に付

着した金属片に接触し、車両左側方部を損

傷したものでございます。損害賠償の額は、

物的損害として３４万７，３８０円で、全

額、公益社団法人全国市有物件災害共済会

から支払われるものでございます。 

 次に、議案第８３号、損害賠償の額を定

める件は、平成１５年４月１０日木曜日午

前８時２５分ごろ、摂津市千里丘東一丁目

１６番２号、摂津市立子育て総合支援セン

ターにおいて、保育中の児童が転倒し、前

歯に損傷を負ったものでございます。損害

賠償の額は、人的損害として４７万５，７
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３０円で、全額、損保ジャパン日本興亜株

式会社から支払われるものでございます。 

 次に、議案第８４号、摂津市一般職非常

勤職員等の勤務条件等に関する条例制定

の件は、これまで規則で規定していた一般

職非常勤職員及び臨時的任用職員の休暇、

報酬、費用弁償、賃金、その他勤務条件等

について、新たに条例で規定するものでご

ざいます。なお、施行日は平成３０年４月

１日としております。 

 次に、議案第８５号、摂津市職員の勤務

時間、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例制定の件は、これまで規則で規定し

ていた一般職非常勤職員及び臨時的任用

職員の勤務時間について、新たに条例で規

定するものでございます。なお施行日は、

平成３０年４月１日としております。 

 次に、議案第８６号、摂津市職員の育児

休業等に関する条例の一部を改正する条

例制定の件は、雇用保険法等の改正に伴い、

非常勤職員の育児休業について改正する

ものでございます。これまで子が１歳に達

するまでを原則とし、例外的に１歳６か月

に達するまでの休業が可能でありました

が、新たに保育所に入れない場合には、２

歳に達するまで休業を可能とするもので

ございます。なお施行日は、平成３０年４

月１日としております。 

 次に、議案第８７号、摂津市職員の退職

手当に関する条例の一部を改正する条例

制定の件は、平成２９年３月３１日に改正

された雇用保険法により、移転費の支給対

象に、公共職業安定所以外の職業紹介事業

者等の紹介により就職するものを追加す

るものでございます。なお施行日は、平成

３０年１月１日としております。 

 次に、議案第８８号、摂津市税条例の一

部を改正する条例制定の件は、地方税法の

改正に伴い、医療費控除の特例として、新

たに特定一般用医薬品等を加えるもので

ございます。なお施行日は、平成３０年１

月１日としております。 

 次に、追加議案として、一般職の職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例

制定の件でございます。本件は、平成２９

年人事院勧告に基づいて給与改定を行う

もので、国会の審議状況を確認の上で、組

合協議が整いましたら、補正予算と合わせ

まして提出させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

 以上、平成２９年第４回定例会提出案件

の概略説明とさせていただきます。 

○南野直司委員長 説明が終わりました。 

 この際、何かご質問があればお受けいた

します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南野直司委員長 質問がないようです

ので、理事者の皆さんは退席いただいて結

構です。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１０時１２分 休憩） 

（午前１０時１３分 再開） 

○南野直司委員長 それでは、認定第１号、

平成２８年度摂津市一般会計歳入歳出決

算認定の件所管分について、審査を行いま

す。 

 補足説明を求めます。 

 藤井局長。 

○藤井事務局長 おはようございます。 

 それでは、認定第１号、平成２８年度摂

津市一般会計歳入歳出決算のうち、議会費

に係ります部分につきまして、決算書に基

づき説明をさせていただきます。 

 まず歳入ですが、一般会計歳入歳出決算

書の６０ページの、款１９諸収入、項４雑

入、目２雑入、節１雑収入は、議会事務局
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分として、議員個人や会派等、一同名で発

信した電報代による私用電話使用料と、各

会派が使用されましたコピー代でござい

ます。 

 次に、歳出につきましては、６８ページ

から７１ページの議会費で、予算現額３億

２，３３３万８，０００円に対しまして、

支出済額は３億１，９４８万３，７５２円

で、執行率は９８．８％となっております。 

 その主な内容といたしましては、６８ペ

ージの、款１議会費、項１議会費、目１議

会費、節１報酬は、議員報酬でございます。 

 節３職員手当等のうち、議員期末手当を

執行しております。 

 次に、節４共済費のうち、議員共済給付

費負担金は、総務省から示されました算定

方法に基づき、本市の場合は平成２８年４

月１日現在における標準報酬月額５４万

円に、議員数の２１人分の１２か月分に、

改正省令で定める負担金率１００分の４

１．０を掛けて算出しております。 

 その下、議員共済事務費負担金は、市議

会議員共済会に支払う事務負担金で、議員

１人当たり年額１万３，０００円の議員数

２１人分でございます。 

 節７賃金は、議長公用車運転手に係る賃

金でございます。 

 節８報償費は、友好都市から摂津市への

訪問時や、友好都市への訪問時などの記念

品代です。平成２８年度におきましては、

平成２８年１１月１日から１１月４日ま

で、市制施行５０周年記念式典へのご臨席

を主な目的に、バンダバーグ市長が本市へ

訪問された際、絵画と扇子を記念品に、市

長部局と折半して支出いたしております。 

 節９旅費は、全国市議会議長会総会、及

び全国高速自動車道市議会協議会定期総

会等への参加に伴う議長の費用弁償、並び

に随行職員の旅費と、４常任委員会の先進

市行政視察における議員２１人分の費用

弁償、並びに随行事務局職員の旅費でござ

います。 

 ４常任委員会の視察先ですが、総務常任

委員会が、埼玉県戸田市と東京都国分寺市

で、１人当たり４万２，３００円。建設常

任委員会が、熊本県荒尾市と福岡県大牟田

市で、１人当たり４万５，４４０円。文教

常任委員会が、岩手県釜石市と遠野市で、

１人当たり９万６，２５０円。民生常任委

員会が、神奈川県伊勢原市と千葉県柏市で、

１人当たり４万１，５６０円の支出でござ

いました。 

 次に、節１０交際費は、主に議長公務に

伴う会費等の経費や、行政視察時の手土産

代などでございます。行政視察時の手土産

代としましては、先ほど申し上げました、

４常任委員会の視察先である８市への訪

問時の費用でございます。 

 節１１需用費における消耗品の主なも

のは、官報を始め専門誌や新聞代に定期購

読の機関紙、またコピー用紙にプリンター

トナー代などでございます。 

 食糧費は、来客時のお茶、コーヒー等の

賄いにかかわる費用であります。 

 同じく印刷製本費は、議会だよりと議会

のあゆみの発行等に係る経費や、議会応接

室に掲げる議長用写真のデジタルプリン

ト代でございます。議会のあゆみは、市制

施行５０周年に際して発行したもので８

５万３，２００円、２００部作成いたしま

した。議会だよりは、１年間に４回発行し

ており、平成２８年８月１５日発行の第２

０２号から紙面をリニューアルし、２色刷

りタブロイド判から、カラーＡ４判に刷新

するに当たり、単価が４．５円から１５．

７５円へ増額となっております。また、通
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常の発行４回分のほかに、市制施行５０周

年の議会のあゆみ発行に合わせて、保存用

の議会だより縮刷版、１０万５，８４０円、

３０部を作成した費用も含まれておりま

す。 

 節１２役務費、通信運搬費は、議会事務

局で使用しております携帯電話通話料、手

数料は正・副議長室のテーブルクロスのク

リーニング代でございます。 

 次に、節１３委託料、会議録検索システ

ムデータ更新等委託料は、市議会ホームペ

ージや庁内ＬＡＮから閲覧できます、定例

会や各委員会の会議録検索システムのデ

ータ更新にかかわるものでございます。 

 また、議会映像配信システム構築等委託

料は、市議会ホームページから本会議での

議論の様子をインターネット配信、及び録

画配信で視聴できる映像配信システムの

構築等委託料でございます。 

 当初予算の要求の際、機械器具等設置設

定分として１，３１８万２，０００円、ラ

イブ配信や映像編集等のランニングコス

トのシステム保守相当分として１２８万

４，０００円、合計１，４４６万６，００

０円を要求しておりましたが、入札の結果、

機械器具等設置設定分が８４０万２４０

円、ライブ配信や映像編集等の運用管理分

が５３万１，３６０円の、合計８９３万１，

６００円で落札となり、５５６万８，００

０円を減額補正しております。 

 落札率が６１％と低くなりましたのは、

委託料の最低制限価格の設定がないこと、

また今回の落札業者が、現在使用しており

ます議場のマイク設備等を導入した業者

であり、既存設備に精通、また有効利用で

きたことから安価に落札、予算額との乖離

が生じたものであります。 

 次に、職員派遣委託料は、正副議長の秘

書業務の派遣職員２名にかかわるもので

ございます。平成２９年の２月、３月にお

きましては、第１回定例会の繁忙期に当た

って、産休に入る職員の補助として、２か

月間もう１人増員いたしております。同じ

く、筆耕翻訳料は、本会議での速記、そし

て各委員会、協議会等における音声反訳料

でございます。 

 節１４使用料及び賃借料は、事務局内の

電子複写機レンタル料及び高速道路通行

料等で、大阪市内での会議出席における公

用車の駐車場使用料でございます。 

 節１８備品購入費は、議会図書室用の図

書購入費でございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金のうち、

政務活動費につきましては、１会派５名分

の交付申請がございましたが、執行がなか

ったため、交付決定額１８０万円が不用額

となっております。 

 最後、５種の負担金についてであります

が、全国市議会議長会は、全国８１４市の

議長により組織され、地方自治の拡充に関

し、関係方面に反映させるための措置を行

い、とりわけ全国知事会、全国市長会、全

国町村会、全国都道府県議会議長会、全国

町村議会議長会と合わせた地方６団体の

１つとして、内閣に対して意見の申し出、

国会に対して意見書の提出を行う全国的

連合組織であります。 

 その下、近畿市議会議長会は、全国市議

会議長会を９ブロックに分けた１ブロッ

クとしての位置づけで、２府４県１１１市

の議長により組織され、全国市議会議長会

が行う措置の近畿部会として、意見の集約

を図る組織であります。また、近畿地方独

自の地方自治の拡充に関し、関係方面に反

映させるための措置を行う組織でありま

す。 



－ 7 － 

 大阪府市議会議長会は、近畿市議会議長

会を構成する２府４県６団体の１つとし

ての位置づけで、大阪府内３３市の議長団

により組織され、近畿市議会議長会が取り

まとめる大阪ブロックの意見を集約する

組織であります。また、大阪府独自の地方

自治の拡充に関し、関係方面に反映させる

ための措置を行う組織であります。 

 北摂市議会議長会は、大阪府市議会議長

会を４ブロックに分けた１ブロックとし

ての位置づけで、７市の議長団により組織

され、大阪府市議会議長会が取りまとめる

北摂ブロックの意見の集約を図る組織で

あります。また、先進市の管外視察や、各

市議会間の情報交換、制度運営に関する調

査を行う組織であります。 

 その下、全国高速自動車道市議会協議会

は、高速自動車道の建設促進と、料金制度

や防災・安全対策など、高速道路の諸情勢

や通過市共通の問題を総合的に調査・研究

し、その解決を図るため、関係方面に要請

等の措置を行う組織で、全国３２２市が加

盟しております。 

 以上、決算内容の説明とさせていただき

ます。 

○南野直司委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南野直司委員長 質疑なしと認め、質疑

を終わります。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南野直司委員長 討論なしと認め、採決

します。 

 認定第１号所管分につきまして、認定す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手するものあり） 

○南野直司委員長 全員賛成。 

 よって、本件は認定すべきものと決定を

いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１０時２４分 休憩） 

（午前１０時２７分 再開） 

○南野直司委員長 再開します。 

 それでは、第４回定例会の審議日程及び

議事日程につきまして、事務局から説明を

お願いいたします。 

 香山総括主査。 

○香山事務局総括主査 第４回定例会の

審議日程等の事務局案について説明申し

上げます。 

 まず、会期は１２月５日から１２月２０

日までの１６日間でございます。 

 審議日程につきましては、本会議初日の

１２月５日は、閉会中の継続審査となって

いました案件の委員長報告、採決、そして

付託案件についての提案理由の説明、質疑、

委員会付託並びに即決案件の審議でござ

います。また、この日の午後５時１５分が、

議会議案の届出締め切りでございます。 

 １２月７日が、文教上下水道及び民生常

任委員会、８日が、総務建設常任委員会と

委員会予備日でございます。また８日の正

午が一般質問の届出締め切りでございま

す。 

 なお、７日の文教上下水道常任委員会終

了後に、文教上下水道常任委員協議会が予

定されています。１１日が委員会予備日。

１５日が議会運営委員会。 

１９日は本会議で一般質問。２０日の本

会議では、一般質問に続き休会分の委員長

報告、採決のあと、議会議案の審議となっ

ております。また、この日の本会議終了後

開催いただく議会運営委員会は、次の定例

会の審議日程の仮決定をお願いするもの

でございます。 
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 以上が審議日程案でございます。 

 続きまして、２ページからの議事日程に

ついて説明申し上げます。 

 まず、１２月５日につきましては、日程

１が会期の決定。 

 日程２は、認定第１号から認定第８号で

委員長報告を受けた後、討論、採決でござ

います。 

 この８件を採決グループごとにまとめ

て、備考欄に一括起立採決、あるいは一括

簡易採決と記載いたします。 

 先ほどの協議会での態度表明に基づき

整理しますと、認定第１号は起立採決。認

定第２号、認定第３号、認定第４号、認定

第５号及び認定第６号は、一括簡易採決と

なります。認定第７号及び認定第８号は、

一括起立採決。 

日程３が、請願第２号、北摂で一番高い

上下水道料金の引き下げを求める請願で、

委員長報告を受けた後、質疑、討論、採決

でございます。 

 先ほどの協議会での態度表明をもとに、

起立採決と備考欄に記載いたします。 

 日程４は、議案第８１号、固定資産評価

審査委員会委員の選任について同意を求

める件で、先ほどの協議会での態度表明を

もとに、簡易採決と備考欄に記載いたしま

す。 

 日程５は、議案第７５号など１１件で、

提案理由の説明を受けた後、所管の委員会

に付託となります。 

 日程６は、報告第１６号で、報告を受け

ていただきます。 

 日程７は、議案第８２号及び議案第８３

号の損害賠償の額を定める件で、即決でご

ざいます。 

 １２月１９日は、一般質問でございます。 

 ２０日につきましては、日程１、一般質

問の後、日程２が議案第７５号など、委員

会付託案件の１１件で、委員長報告、採決

となります。 

 以上が、議事日程でございます。 

 次の議案付託表につきましては、総務建

設、文教上下水道、民生の各常任委員会及

び議会運営委員会で審査いただく案件で

ございます。 

 最後の所管別分割表につきましては、議

案第７５号、平成２９年度一般会計補正予

算（第５号）について、付託された委員会

で審査いただく内容でございます。 

 以上、事務局案の説明といたします。 

○南野直司委員長 ただいま事務局から

説明がありましたとおりでよろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○南野直司委員長 それでは、そのように

決定をいたします。 

 次に、報告事項がございますので、事務

局から説明をお願いいたします。 

 香山総括主査。 

○香山事務局総括主査 それでは、報告事

項としまして、２点の事項についてご説明

申し上げます。 

 まず１点目は、反問権についてでござい

ます。資料１をごらんください。 

 平成２９年第４回定例会での本会議よ

り反問権が導入されます。反問権は理事者

が行うものですが、お配りしている資料に

手順を記載しておりますので、ご参照くだ

さい。また、各会派でもご周知いただきま

すよう、お願いいたします。 

 次に、２点目としまして、摂津市議会議

場への国旗等掲揚についてでございます。

資料２をごらんください。 

 資料に記載しておりますとおり、平成２

９年第４回定例会より、本会議場へ掲揚い
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たします。掲揚方法は、議長席の後方部に

掲揚台を設置し、国旗及び市旗を掲揚いた

します。参考までに、１１月２９日時点の

本会議場の写真を掲載しておりますので

ご参照ください。よろしくお願いいたしま

す。 

○南野直司委員長 ただいま、事務局から

説明がありました点につきまして、よろし

くお願いいたします。 

 以上で、本委員会を閉会いたします。 

（午前１０時３４分 閉会） 
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